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財政制度等審議会議事規則（1／2）

（趣旨）
第１条 財政制度等審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、
財政制度等審議会令（平成12年政令第275号、以下「審議会令」という。）に定めるもののほか、この規則
の定めるところによる。

（審議会の招集）
第２条 審議会の会議は、会長が招集する。
２ 会長は、会議を招集するときは、その日時、場所及びその他必要な事項を定めて、委員並びに議事に関係
のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。

（緊急時の議決特例）
第３条 会長は､会議を招集した場合において、やむを得ない事情により委員及び議事に関係のある臨時委員
の３分の１以上が一堂に会することが困難であり､かつ、緊急に審議会の議決を経ることが審議会の目的
達成上やむを得ないと認めるときは、電話その他の方法により、議決を求めることができる。

２ 前項の規定により議決された事項については、会長は次に開かれる会議において、当該議決について報告
するものとする。

（会議）
第４条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。

（議事録）
第５条 会長は､会議の議事録を会議のつど作成するものとする。

（議事の公開）
第６条 審議会は､会議又は議事録を速やかに公開することを原則とする。
２ 会長は、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には､その理由を明示するとともに、議事

要旨を公開するものとする。

平成13年１月19日 財政制度等審議会総会決定
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財政制度等審議会議事規則（2／2）

（資料の提出等の要求）
第７条 審議会令第９条に基づく資料の提出等の要求は会長が行う。

（分科会）
第８条 分科会の議事においては、第２条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中
「審議会」とあるのは「分科会」、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。

２ 会長は、調査審議事項が分科会に調査審議させることが適当と認められる場合には、分科会に付託すること
ができる。

３ 審議会は、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（部会）
第９条 審議会又は分科会は、部会を置くことができる。
２ 部会の議事においては、第２条から第７条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中
「審議会」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

３ 会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。）は、調査審議事項が部会に調査審議させることが適当
と認められる場合には、部会に付託することができる。

４ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、部会の議決をもって
審議会の議決とすることができる。

（雑則）
第１０条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に
諮って定める。

２ 分科会において必要がある場合には、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項を分科会長
が分科会に諮って定めることができる。

附 則
この規則は、平成１３年１月１９日から実施する。
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財政制度等審議会運営方針

標記については、当面以下のとおりとする。

１．当審議会は、

① 国の予算、決算及び会計の制度

② 国家公務員共済組合の制度

③ 財政投融資制度、財政投融資計画及び資金運用部資金（注）

④ たばこ事業及び塩事業

⑤ 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産

に関する事項のうち、我が国経済社会又は国民生活に大きな影響を与える重要な事項について調査・審議等

を行うこととする。

２．各分科会の決定事項のうち、特に重要な事項については、審議会で最終決定した上で大臣への建議等を行う。

なお、機動的な運営を確保する観点から、実務的な審議は、各分科会において行う。

（注）「資金運用部資金法等の一部を改正する法律」（平成十二年法律第九十九号）により、平成１３年４月１日から

「資金運用部資金」は「財政融資資金」に変更されている。

平成13年１月19日 財政制度等審議会総会決定
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分科会への付託

下表左欄に掲げる調査審議事項については、財政制度等審議会議事規則第８条第２項に基づき、下表右欄に掲げる分科会に
付託することとする。
また、当該調査審議事項に係る議決については、同条第３項に基づき、分科会の議決をもって審議会の議決とすることとす

る。ただし、特に重要な事項については、この限りではない。

調査審議事項 分科会

１．国の予算、決算及び会計の制度に関する事項
２．特別会計の情報開示に関する省令（平成19年財務省令第30号）第１条の規定により審議会の権限に属させ
られた事項

財政制度分科会

１．国家公務員共済組合の制度に関する事項
２．国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）第11条の３第２項の規定により審議会の権限に属
させられた事項

国家公務員共済
組合分科会

１．財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する事項
２．財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和22年法律第129号）、財政融資資金法（昭和26年法
律第100号）及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和48年法律第７号）の規定に
より審議会の権限に属させられた事項

財政投融資分科会

１．たばこ事業及び塩事業に関する事項
２．たばこ事業法（昭和59年法律第68号）及びたばこ事業法施行令（昭和60年政令第21号）の規定により審議
会の権限に属させられた事項

３．エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）第17条
第５項、第29条第５項、第41条第５項、第116条第４項及び第120条第４項の規定に基づき審議会の権限に属
させられた事項

４．資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）第25条第３項の規定に基づき審議会の権限
に属させられた事項

５．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）第７条の７第３項
の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項

たばこ事業等分科会

１．国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する事項
２．国有財産法(昭和23年法律第73号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115
号)の規定により審議会の権限に属させられた事項

国有財産分科会
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財政制度等審議会国有財産分科会においては、審議会運営の透明化を図るため、今後部会

を含め、原則として、議事録又は議事要旨を公開することとする。なお、議事録の公開に当

たっては、発言者の氏名は記載する。

また、配付資料についても、分科会等の目的、任務に照らして議決により公開しないこと

を定めたもの、又は公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ

があるもの若しくは特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがあるものを除

き、原則として、公開とすることとする。

財政制度等審議会国有財産分科会の議事録等の公開について

平成13年１月23日 財政制度等審議会国有財産分科会決定
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